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表紙*電子提供措置用**B案*

開催
日時

2026年6月25日(木曜日)
午前10時(受付開始：午前9時)

開催
場所

東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル
メインタワー 28階　エメラルド

　

議 決 権
行使期限

2026年6月24日(水曜日)
午後5時45分まで

議決権行使が
簡単になりました！

議決権行使書用紙に記載のQRコードをスマートフォン等で読み取る
だけで、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。



企業理念

経営理念

株主の皆さまへ
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株主の皆様へ

代表取締役社長篠﨑　俊明

　当社第51回定時株主総会を６月25日（木曜日）に開催いたしますの
で、ここに招集のご通知をお届けいたします。
　株主総会の議案及び第51期（2025年４月～2026年３月）の事業
の概要につき、ご説明いたしますので、ご高覧賜りますようお願い申
しあげます。

　

私たち　アドソル日進は、
高付加価値サービスの創造・提供を通じて
お客様の満足と豊かな社会の発展に貢献します

一. 私たちは　お客様に「魅力と満足」を提供します。
一. 私たちは　健全な経営を通じて「伝統と信頼」を築きます。
一. 私たちは　創意と熱意により「事業と業務の革新」に挑戦します。
一. 私たちは　「技術と能力」を磨きチームワークで総合力を発揮します。
一. 私たちは　「会社の発展」「社員の幸福」「株主の利益」をともに追求します。
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株主各位

証券コード　3837
（発送日）2026年６月９日

（電子提供措置の開始日）2026年６月３日
株 主 各 位

東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 １ 番 ８ 号
ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 篠 﨑 俊 明

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご確認くださいま
すようご通知申しあげます。

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに
掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいま
すようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】

https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai.html
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「第51回定時株主総会」の欄にて、ご確認
ください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
   https://d.sokai.jp/3837/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アドソル日進」又は
「コード」に当社証券コード「3837」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/㏚情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができ
ますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時 （受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号

品川プリンスホテル　メインタワー　28階　エメラルド
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第51期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算

　　書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第51期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役２名選任の件

記

以　上

（その他のご案内）
　　◎議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたしま

す。
　　◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申しあげます。
　　◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁記載のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及

び修正後の事項を掲載いたします。
　　◎本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆さまに電子提供措置事項を記載した書面を一律でお送

りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基
づき、お送りする書面には記載しておりません。
　・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部で
あり、また、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部でありま
す。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権
を行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえご返送ください。

次頁の案内にしたがって、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2026年６月24日（水曜日）
午後５時45分到着分まで

2026年６月24日（水曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号、第３号、第４号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインQRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
スマート行使後に議決権行使内容を変更する場合は、議決
権行使ウェブサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
インし、再度議決権行使をお願いします。
※右記のご案内に従ってログインし、入力してください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

２

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　９：00～21：00）
【機関投資家の皆さまへ】
　株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

－ 4 －
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剰余金処分議案

配当財産の種類 　金　銭

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

　当社普通株式１株につき 金28円

　総　額 471,485,588円
　

剰余金の配当が効力を生じる日 　2026年６月26日

株主総会参考書類

　第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要な課題の一つと考え、持続的な安定配当に留意
するとともに、今後の事業展開等を勘案して、当期の期末配当については、以下のとおりといたし
たいと存じます。

期末配当に関する事項

（注）期末配当には、創立50周年を記念し１株につき５円の記念配当を含んでおります。
　　　なお2025年12月に中間配当金として１株につき18円をお支払いいたしましたので、

当事業年度の年間配当金は「１株につき46円」となります。

－ 5 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 氏名 候補者属性 現在の当社における地位及び担当

１ し の

篠
 

　
ざ き

﨑
 

　
と し

俊
 

　
あ き

明 再任
　

代表取締役社長

２ さ い

齋
 

　
と う

藤
 

　
た か

高
 

　
あ き

明 新任
　

事業統括担当

３ て ら

寺
 

　
む ら

村
 

　
の り

知
 

　
か ず

万 再任
　

取締役 経営企画室長

４ む ら

村
 

　
か み

上
 

　
よ し

佳
 

　
ふ み

史 新任
　

執行役員 オファリング・グリッド統括部長

５ み ね

峰
 

　
の

野
 

　
ひ ろ

博
 

　
し

史 再任 社外 独立
　

社外取締役

６ ひ ろ

廣
 

　
た

田
 

　
こ う

耕
 

　
い ち

一 再任 社外 独立
　

社外取締役

７ た か

髙
み

見
ざ わ

澤
 

　
の ぶ

將
 

　
し げ

林 再任 社外 独立
　

社外取締役

８ あ か

赤
 

　
は ね

羽
 

　
み

美
わ

和
こ

子 新任 社外 独立
　

―

新任 新任取締役候補者 再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 独立役員候補者

第２号議案　取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名

の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

再任

１
　

しのざき としあき

篠 﨑 俊 明
(1966年６月12日)

［所有する当社の株式数］
77,300株

    1989年    4 月 当社入社
    2010年    7 月 当社I&Cｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長
    2012年    4 月 当社ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長
    2013年    4 月 当社社会ｼｽﾃﾑ事業部長
    2015年    6 月 当社取締役社会ｼｽﾃﾑ事業部長
    2018年    6 月 当社常務取締役
    2020年    6 月 当社専務取締役
    2021年    6 月 当社代表取締役社長兼COO
    2025年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

【取締役候補者とした選任理由】
篠﨑 俊明氏は、当社のシステム開発事業全般に関する豊富な実務経験と幅広い専門的知見を有し、
これまで事業拡大及び業績向上に大きく貢献してまいりました。2021年からは代表取締役社長とし
て、事業戦略を主導し、経営体制強化や組織力向上を推進するなど、強い指導力と的確な経営判断を
発揮し、当社の企業価値向上に重要な役割を果たしております。今後も、同氏の豊富な経験と実績に
より、事業環境の変化に的確に対応しながら、持続的成長とさらなる事業拡大に向けて、優れたリー
ダーシップの発揮が期待できると判断したため、取締役候補者といたしました。

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

新任

２
　

さいとう たかあき

齋 藤 高 明
(1964年12月３日)

［所有する当社の株式数］
0株

    1988年    4 月 日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ㈱入社
    2008年    1 月 同社理事公益事業部長
    2014年    1 月 同社執行役員公共·公益·ﾒﾃﾞｨｱ事業部長
    2017年    1 月 同社執行役員製造·公益·公共事業部長
    2019年    1 月 同社執行役員製造事業部長
    2020年    1 月 同社常務執行役員製造事業部長
    2021年    8 月 同社常務執行役員豊田事業部長
    2023年    1 月 同社常務執行役員豊田事業部長兼製造·流通事業統括部長
    2024年    1 月 同社常務執行役員ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ事業本部製造·流通事業統括部長
    2026年    3 月 当社入社

【取締役候補者とした選任理由】
齋藤 高明氏は、大手グローバルIT企業において、製造、流通、公共及び公益分野を中心に、事業統
括責任者や営業責任者、業界アカウント責任者などの要職を歴任し、常務執行役員として経営の中枢
を担ってまいりました。さらに、大規模かつ高度なITプロジェクトの企画・推進を通じ、顧客価値の
最大化と事業成長を実現するとともに、組織マネジメントや人材育成においても高い実績を有してお
ります。これらの経験と知見は、当社の事業基盤強化と持続的成長及び中長期的な企業価値向上への
貢献が期待できると判断したため、取締役候補者といたしました。

－ 7 －
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候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

再任

３
　

てらむら のりかず

寺 村 知 万
(1961年11月8日)

［所有する当社の株式数］
101,122株

    1991年    1 月 当社入社
    2003年    4 月 当社関西支社営業部長
    2005年    4 月 当社関西支社副支社長
    2007年    4 月 当社業務部長
    2009年    4 月 当社執行役員業務部長
    2014年    10月 当社人事管理部長
    2018年    4 月 当社総務人事部長
    2019年    4 月 当社管理本部副本部長
    2020年    4 月 当社管理本部長
    2022年    6 月 当社取締役管理本部長
    2026年    4 月 当社取締役経営企画室長（現任）

【取締役候補者とした選任理由】
寺村 知万氏は、経理、総務、人事、経営企画部門にわたる豊富な実務経験と幅広い知見を有してお
ります。2022年からは管理業務担当の取締役として、管理体制全般を統括し、業務プロセスの見直
しや効率化、組織改革、内部統制強化を推進するなど、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に大
きく貢献してまいりました。今後も、同氏の管理領域における高度な専門性と経営視点を生かし、管
理業務全般のさらなる業務革新及びガバナンス体制の強化に寄与することが期待できると判断したた
め、取締役候補者といたしました。

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

新任

４
　

むらかみ よしふみ

村 上 佳 史
(1974年10月２日)

［所有する当社の株式数］
7,622株

    1999年    4 月 当社入社
    2013年    1 月 当社社会ｼｽﾃﾑ事業部ｲﾝﾌﾗ・ｼｽﾃﾑ二部長
    2018年    10月 当社社会ｼｽﾃﾑ事業部副事業部長
    2020年    4 月 当社IoTｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長
    2022年    1 月 当社ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副本部長

兼ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長
    2024年    1 月 当社執行役員ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長

兼ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長
    2026年    4 月 当社執行役員ｵﾌｧﾘﾝｸﾞ・ｸﾞﾘｯﾄﾞ統括部長

兼GISｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長（現任）
【取締役候補者とした選任理由】
村上 佳史氏は、当社のシステム開発事業及びソリューション事業において豊富な実務経験と幅広い
知見を有しております。2024年からは執行役員として、当社の中核事業の一つであるソリューショ
ン事業を牽引し、事業戦略の立案・実行や組織運営の面において重要な役割を果たし、企業価値の向
上に大きく貢献してまいりました。今後も、同氏の事業に対する深い理解及びこれまでに培った経験
と実績を当社経営に生かすことで、持続的な成長及び事業拡大への貢献が期待できると判断したた
め、取締役候補者といたしました。

－ 8 －
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候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

再任
社外
独立

５

　

みねの ひろし

峰 野 博 史
(1974年12月11日)

［所有する当社の株式数］
6,100株

    1999年    4 月 日本電信電話㈱（現NTT㈱）入社
    2002年    10月 静岡大学情報学部助手
    2007年    4 月 静岡大学情報学部助教
    2011年    4 月 静岡大学情報学部准教授
    2013年    4 月 静岡大学大学院情報学研究科准教授
    2014年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2015年    4 月 静岡大学学術院情報学領域准教授
    2018年    4 月 静岡大学学術院情報学領域教授（現任）
    2022年    4 月 静岡大学ｸﾞﾘｰﾝ科学技術研究所教授（現任）

【社外取締役候補者とした選任理由及び期待される役割の概要】
峰野 博史氏は、学術院情報学領域／グリーン科学技術研究所の教授、研究者として、情報通信技術
及びAI分野における最先端の技術動向に精通するなど、卓越した知見や幅広い見識を有しており、
当社の取締役会において、独立した立場から積極的な助言・提言をいただいております。今後も、特
に情報通信技術やAI分野を中心に、専門的な視点から当社の事業に有益な指導をいただくことを期
待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社
の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行い
ただけるものと判断しております。

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

再任
社外
独立

６

　

ひろた こういち

廣 田 耕 一
(1961年７月１日)

［所有する当社の株式数］
3,900株

    1984年    4 月 警察庁入庁
    1999年    4 月 警察庁情報通信局技術対策課理事官
    2001年    1 月 内閣官房情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策推進室副室長・内閣参事官
    2006年    10月 警察庁長官官房参事官（高度道路交通政策担当）
    2007年    8 月 愛媛県警察本部長
    2013年    2 月 警察庁交通局交通企画課長
    2014年    1 月 警視庁交通部長
    2015年    7 月 東京都青少年・治安対策本部長
    2017年    8 月 警察大学校警察政策研究ｾﾝﾀｰ所長
    2018年    1 月 大阪府警察本部長
    2019年    5 月 日本生命保険相互会社顧問
    2019年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2024年    7 月 公益社団法人日本防犯設備協会代表理事（現任）

【社外取締役候補者とした選任理由及び期待される役割の概要】
廣田 耕一氏は、主に警察行政の第一線において要職を歴任するなど、豊富な経験や実績、幅広い見
識を有しており、当社の取締役会において、独立した立場から積極的な助言・提言をいただいており
ます。今後も、主に情報セキュリティ及び危機管理の分野を中心に、専門的な視点から当社の事業に
有益な指導をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役
員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締
役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

－ 9 －
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候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

再任
社外
独立

７

　

たかみざわ のぶしげ

髙見澤 將 林
(1955年９月４日)

［所有する当社の株式数］
2,300株

    1978年    4 月 防衛庁入庁
    1993年    7 月 防衛庁長官官房企画官
    1994年    8 月 米国国防総合大学客員研究員（米国･ﾜｼﾝﾄﾝ在勤）
    1997年    7 月 内閣官房内閣審議官（内閣安全保障室）
    2004年    7 月 防衛庁長官官房審議官兼情報本部副本部長
    2005年    8 月 防衛施設庁横浜防衛施設局長
    2007年    9 月 防衛省運用企画局長
    2008年    1 月 防衛省防衛政策局長
    2011年    8 月 防衛省防衛研究所長
    2013年    7 月 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）
    2014年    1 月 国家安全保障局次長併任
    2015年    1 月 内閣ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ長併任
    2016年    12月 軍縮会議日本政府代表部特命全権大使（ｽｲｽ･ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ在勤）
    2020年    4 月 東京大学公共政策大学院客員教授
    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2025年    4 月 ZEN大学客員教授（現任）

【社外取締役候補者とした選任理由及び期待される役割の概要】
髙見澤 將林氏は、主に外交、防衛分野の行政機関において要職を歴任するなど、豊富な経験や実
績、幅広い見識を有しており、当社の取締役会において、独立した立場から積極的な助言・提言をい
ただいております。今後も、特にグローバル経営や情報セキュリティ分野を中心に、専門的な視点か
ら当社の事業に有益な指導をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏
は過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由に
より、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

－ 10 －
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候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位・担当 及び 重要な兼職の状況

新任
社外
独立

８

　

あかはね みわこ

赤 羽 美和子
(1965年１月11日)

［所有する当社の株式数］
0株

    1987年    4 月 日本電信電話㈱（現NTT㈱）入社
    2013年    7 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ公共ｼｽﾃﾑ事業本部第一公共事業部長
    2014年    2 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ東海取締役
    2015年    6 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ四国代表取締役社長
    2018年    6 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ（現㈱NTTﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ）執行役員総務部長
    2020年    6 月 NTTﾃﾞｰﾀ先端技術㈱（現㈱NTTﾃﾞｰﾀ先端技術）

取締役常務執行役員
    2020年    6 月 公益財団法人21世紀職業財団理事
    2023年    6 月 NTTﾃﾞｰﾀ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｻｰﾋﾞｽ㈱（現㈱NTTﾃﾞｰﾀ・ｳｨｽﾞ）

常務取締役
    2025年    6 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ·ｳｨｽﾞ取締役（現任）
    2025年    6 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ監査役（現任）
    2025年    6 月 ㈱JSOL監査役（現任）

【社外取締役候補者とした選任理由及び期待される役割の概要】
赤羽 美和子氏は、国内IT企業において長年にわたり公共系システム事業に携わり、執行役員、関連
企業の代表取締役社長、及び監査役等の要職を歴任するなど、経営及び事業運営に関する豊富な実務
経験を有しております。また、総務・人事・ガバナンス領域を統括する立場でグループ経営に携わ
り、企業統治の高度化や組織運営の強化に貢献しております。これらの経験を生かし、社外の視点か
ら適切な助言を行うことで、当社取締役会の実効性向上及びガバナンス体制の一層の強化に貢献いた
だけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

－ 11 －
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．峰野博史氏、廣田耕一氏、髙見澤將林氏及び赤羽美和子氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、峰野博史氏、廣田耕一氏及び髙見澤將林氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として届け出ております。峰野博史氏、廣田耕一氏及び髙見澤將林氏の３氏の再任が承認された場
合は、当社は引き続き３氏を独立役員とする予定であります。また、赤羽美和子氏は、㈱東京証券取
引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員とし
て届け出る予定であります。

３．峰野博史氏、廣田耕一氏及び髙見澤將林氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役と
しての在任期間は、本総会終結の時をもって、峰野博史氏は12年、廣田耕一氏は７年、髙見澤將林氏
は４年となります。

４．当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるように、会社法第427条第１項の規定に
基づき、社外取締役との間で、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができ
る旨を定款に規定しております。

　　当社は、峰野博史氏、廣田耕一氏及び髙見澤將林氏との間で当該契約を締結しており、３氏の再任が
承認された場合は、３氏との当該契約を継続する予定であります。また、赤羽美和子氏の選任が承認
された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
①　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第１項に定める額のいずれ

か高い額とします。
②　責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ

重大な過失がないときに限ります。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、

被保険者である役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。
本議案の候補者のうち再任の候補者については、既に当該保険契約の被保険者となっており、再任が
承認された場合は、引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任が承認され
た場合、被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。

－ 12 －
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候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位 及び 重要な兼職の状況

新任

１
　

かわむら やすお

河 村 康 雄
(1956年９月22日)

［所有する当社の株式数］
29,660株

    1979年    4 月 ㈱日産ｸﾚｼﾞｯﾄ（現㈱日産ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ）入社
    1991年    4 月 日本ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱（現㈱SCSK）入社
    1999年    7 月 同社内部監査室部長
    2005年    2 月 当社入社
    2013年    8 月 当社考査室長
    2017年    10月 当社監査室長（現任）

【監査役候補者とした選任理由】
河村 康雄氏は、事業会社において監査部門の責任者を歴任するなど、経理及び監査領域に関する豊
富な経験と高度な専門知識を有しております。2013年からは当社の監査部門の責任者として、内部
統制の強化及び監査体制の整備・充実に重要な役割を果たしてまいりました。同氏のこれまでの経験
及び実績は、今後の当社における監査機能のさらなる強化・充実に大きく寄与するものと期待し、監
査役候補者といたしました。

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位 及び 重要な兼職の状況

再任
社外
独立

２

　

おおたき よしえ

大 滝 義 衛
(1956年１月23日)

［所有する当社の株式数］
0株

    1979年    4 月 ㈱ｲﾝﾃｯｸ入社
    1998年    4 月 同社第一医療ｼｽﾃﾑ部長
    2005年    10月 同社ITﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部長
    2007年    4 月 同社公共ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部副事業部長兼公共ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進部長
    2013年    4 月 同社考査室長
    2015年    5 月 同社監査役
    2015年    5 月 ｲﾝﾃｯｸ武漢（英特克信息技術（武漢）有限公司）監事
    2016年    6 月 ㈱ｲﾝﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝﾊﾟﾜｰ監査役
    2017年    6 月 ㈱ｱｲ･ﾕｰ･ｹｲ監査役
    2017年    6 月 当社社外監査役（現任）
    2019年    6 月 ㈱ﾈｸｽｳｪｲ監査役

【社外監査役候補者とした選任理由】
大滝 義衛氏は、国内IT企業及びその関連会社において事業組織の責任者や監査役を歴任し、業務執
行及び監査に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。当社の取締役会及び監査役会に
おいても、経営全般や業務プロセスへの深い理解に基づき、専門的かつ実践的な視点から適宜意見・
助言を行っております。今後も、同氏には客観的かつ公正な立場から取締役の職務執行を適切に監査
し、当社の監査体制とコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に寄与いただけるものと期待し、社
外監査役候補者といたしました。

第３号議案　監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の
選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 13 －
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監査役選任議案

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴、当社における地位 及び 重要な兼職の状況

再任
社外
独立

３

　

えんどう ひろし

遠 藤 宏
(1957年６月12日)

［所有する当社の株式数］
2,300株

    1980年    4 月 日本電信電話公社（現NTT㈱）入社
    2002年    6 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ（現㈱NTTﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発事業本部

ｾｷｭﾘﾃｨ事業部長
    2007年    7 月 同社ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長
    2008年    7 月 同社ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画本部長兼NTTｿﾌﾄｳｪｱ㈱

（現NTTﾃｸﾉｸﾛｽ㈱）社外取締役
    2009年    6 月 同社執行役員基盤ｼｽﾃﾑ事業本部長
    2014年    6 月 NTTﾃﾞｰﾀ先端技術㈱（現㈱NTTﾃﾞｰﾀ先端技術）

取締役執行役員副社長
    2015年    9 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ技術革新統括本部技術開発本部

Head of Silicon Valley Office,Global R&D Fellow
兼NTT DATA, Inc.（米国）Senior Vice President

    2018年    7 月 同社技術革新統括本部技術開発本部Technology Strategist
    2019年    7 月 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ経営研究所監査役
    2022年    6 月 当社社外監査役（現任）

【社外監査役候補者とした選任理由】
遠藤 宏氏は、国内IT企業及びその関連会社において事業組織の責任者を務め、取締役及び監査役を
歴任するなど、業務執行及び監査に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。当社の取
締役会及び監査役会においても、経営全般や業務プロセスに対する深い理解に基づき、専門的かつ実
践的な視点から適宜意見・助言を行っております。今後も、同氏には客観的かつ公正な立場から取締
役の職務執行を適切に監査し、当社の監査体制とコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に寄与い
ただけるものと期待し、社外監査役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．大滝義衛氏及び遠藤宏氏は、社外監査役候補者であります。

なお、大滝義衛氏及び遠藤宏氏の両氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし
ており、両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

３．大滝義衛氏及び遠藤宏氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本
総会終結の時をもって、大滝義衛氏は９年、遠藤宏氏は４年となります。

４．当社は、監査役として有用な人材を迎えることができるように、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、監査役との間で、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定
款に規定しております。
当社は、大滝義衛氏及び遠藤宏氏との間で当該契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合
は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また河村康雄氏の選任が承認された場合は、同氏
との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
① 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第１項に規定する額のいず

れか高い額とします。
② 責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大

な過失がないときに限ります。

－ 14 －
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監査役選任議案

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、
被保険者である役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。

　　本議案の候補者のうち、再任の候補者については、既に当該保険契約の被保険者となっており、再任
が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任が承認され
た場合、被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。

－ 15 －
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スキルマトリクス

氏名 当社における地位
（予定）

経 営
経営戦略

グローバル
国 際 事 業

法 務
ガバナンス

経理・財務
ファイナンス

人事・労務
組 織

研究開発
（Ｒ＆Ｄ）

生産技術
品 質

Ｄ Ｘ
ＩＣＴ

営 業
マ ー ケ
テ ィ ン グ

サイバー
セ キ ュ
リ テ ィ

篠　﨑　俊　明 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

齋　藤　高　明 専務取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

寺　村　知　万 常務取締役 ○ ○ ○ ○

村　上　佳　史 取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

峰　野　博　史 社外取締役 ○ ○ ○

廣　田　耕　一 社外取締役 ○ ○ ○ ○

髙見澤　將　林 社外取締役 ○ ○ ○ ○ ○

赤　羽　美和子 社外取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河　村　康　雄 常勤監査役 ○ ○ ○

大　滝　義　衛 社外監査役 ○ ○ ○ ○ ○

遠　藤　　　宏 社外監査役 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（参考）取締役・監査役のスキル・マトリックス
　第２号議案及び第３号議案が原案のとおり可決されますと、当社の役員の構成及びその有する主な
知見や経験は次のとおりであります。

（注）上記は、各取締役・監査役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

－ 16 －
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補欠監査役選任議案

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴及び重要な兼職の状況

１
あいざわ のりゆき

相 澤 憲 幸
(1961年11月５日)

［所有する当社の株式数］
15,655株

    1985年    4 月 新日本製鉄㈱（現㈱日本製鉄）入社
    2002年    11月 当社入社
    2012年    9 月 当社総務部ﾏﾈｰｼﾞｬ
    2014年    10月 当社人事管理部ﾏﾈｰｼﾞｬ
    2019年    4 月 当社管理本部経営企画部法務ﾏﾈｰｼﾞｬ
    2021年    8 月 当社管理本部総務部法務ﾏﾈｰｼﾞｬ
    2025年    1 月 当社監査室次長（現任）

【補欠の監査役候補者とした理由】
相澤 憲幸氏は、当社のコーポレート部門及び監査部門の役職者として、法務及
び監査に関する豊富な実務経験と専門的知識を有しております。業務内容や内
部統制に対する深い理解を基に、監査体制の整備・運用に適切に関与してまい
りました。同氏のこれらの経験及び実績を当社の監査機能のさらなる強化・充
実に生かすことで、常勤監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判
断しております。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件
　監査役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、
補欠監査役２名の選任をお願いするものであります。
　補欠監査役の候補者については、社外監査役以外の監査役の補欠として相澤憲幸氏を、社外監査役
の補欠として木田稔氏を、候補者といたします。
　当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任
期は前任者の残存任期とします。
　また、本決議の効力は、次期定時株主総会が開始される時までとします。
　なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により
その選任を取り消すことができるものとします。
　本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 17 －
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補欠監査役選任議案

候補者
番　号

氏名
（生年月日） 略歴及び重要な兼職の状況

２
きだ みのる

木 田 稔
(1970年７月30日)

［所有する当社の株式数］
０株

    1993年    10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所
入所

    2003年    8 月 南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学MBAﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ卒業
    2004年    1 月 公認会計士・税理士木田事務所所長（現任）
    2006年    12月 監査法人ｸﾞﾗｳﾞｨﾀｽ代表社員（現任）
    2013年    7 月 日本公認会計士協会本部理事
    2019年    3 月 ｵﾌﾟﾃｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱社外取締役監査等委員（現任）
    2024年    6 月 京ｾﾗ㈱社外監査役（現任）

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
木田 稔氏は、監査法人グラヴィタスの代表社員として、国際的な監査・会計の
業務にも精通し、上場会社の監査責任者も務めていることから、経験、知識も
豊富であり、監査体制の強化、充実を図ることが期待でき、社外監査役とし
て、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は過去
に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
が、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと
判断しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．木田稔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役

員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任した場合は、独立役員として届け出る予定でありま
す。

３．当社は、監査役として有用な人材を迎えることができるように、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、監査役との間で、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定
款に規定しております。
当社は、相澤憲幸氏及び木田稔氏の選任が承認され監査役に就任する場合、両氏との間で当該契約を
締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
①　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第１項に定める額のいずれ

か高い額とします。
②　責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大

な過失がないときに限ります。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、

被保険者である役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。

　　両氏の選任が承認された場合、監査役就任時に両氏は当該保険契約の被保険者に含められることとな
ります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 18 －
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当事業年度の事業の状況

(2025年 4 月 1 日から)2026年 3 月31日まで

事　業　報　告

Ⅰ　企業集団の現況
１．当連結会計年度の事業の状況

⑴　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、米国の関税引上げ、資源・エネルギー価格や物価の
さらなる上昇、国際情勢不安などが継続する一方、企業の設備投資やインバウンド需要の増
加、個人消費の拡大などを背景に、景気は緩やかな回復基調が続きました。
　当社グループ（当社及び連結子会社）が属するIT市場においては「生産性・効率性向上のた
めのDX」「老朽化したシステムの刷新／モダナイゼーション」「デジタルデータを利活用し
たビジネスの創出」「AIを活用したサービス提供」などのテーマに対する旺盛なニーズのも
と、企業の投資意欲は高水準で推移いたしました。
　当社グループの主要顧客（社会インフラを支える企業や、日本のモノづくりを担う先進的な
インダストリー企業など）においても、これらテーマによるITシステム投資や、当社グループ
が貢献を目指す領域（カーボンニュートラルやスマートシティ）を見据えた取組みを推進して
おり、引合いは継続的に増加いたしました。

　このような事業環境において、当社グループは、中期経営計画「New Canvas 2026」
（2023年５月公表）に基づく事業戦略、企業戦略を推進いたしました。あわせて「資本コスト
や株価を意識した経営の実現に向けた対応」（2025年２月公表）で定めた「2029年３月期：
ROE 22％」の達成に向けた取組みを進めました。

　その結果、売上高は、社会インフラ事業のエネルギー（電力）、交通・運輸、公共分野、先
進インダストリー事業のサービス分野を中心に、DX案件などが好調に推移したことから、
17,151百万円（前期比10.9％増）となり、過去最高を更新いたしました。
　利益面では、単価アップ、コンサルティング等の高収益案件の増加などにより、売上総利益
率が29.0％（前期比＋1.2ポイント）と良化いたしました。これにより、３期連続となる処遇
改定や新卒採用活動、新入社員研修等を中心とした販売管理費の増加を吸収し、営業利益は
2,145百万円（前期比25.4％増）と大幅な増益を達成、過去最高となりました。
　なお、受注高についても過去最高となり、中期経営計画の３か年においては、売上高・営業
利益・受注高が３期連続過去最高を達成いたしました。
　セグメントごとの経営成績は次のとおりです。
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当事業年度の事業の状況

【社会インフラ事業】
　エネルギー分野の電力領域において、DX・モダナイゼーションの大型案件が継続いたしま
した。また、次世代スマートメーター関連や、国から示された「高経年化設備更新ガイドラ
イン」に基づく送配電設備関連システムの刷新、再エネ関連システムなどの案件に複数取り
組みました。加えて、九州地区での電力ビジネス強化に向け、Qsol株式会社（九州電力グル
ープ）と新たにパートナーシップを結びました。交通・運輸分野の鉄道関連システム、公共
分野の安全保障関連システムなども堅調でした。
　加えて、顧客である社会インフラ関連企業のプロジェクトにおいて、当社グループがベト
ナム・ダナンで展開するオフショア・アジャイル開発の採用・導入が進みました。この実
績・ノウハウを体系化した新たなサービスとして「＋Global（プラスグローバル）」を
2026年２月から提供開始いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、11,183百万円(前期比14.9％増)となりました。

【先進インダストリー事業】
　サービス分野の決済・カード領域で、DX案件（データマネジメント関連）が好調に推移い
たしました。また、前期から新規取引を開始した決済代行事業者向けには、データ分析基盤
の構築及びビジネス変革ソリューション「LeapX（リープクロス）」シリーズのうち、アジ
ャイル開発特化型サービス「AgileLeap（アジャイルリープ）」を活用した決済システムの
再構築に取り組みました。
　なお、AgileLeapは2025年６月からウォーターフォールとアジャイルのメリットを組み合
わせた独自の「ハイブリッドアジャイル開発」を新たなサービスメニューに加えました。ま
た、10月からは、AI関連で長年培ったノウハウと実績を活用したAIコンサルティング＆エン
ジニアリングサービス「＋AIdea（プラスアイデア）」の提供も開始いたしました。引き続
き、幅広いお客様にご活用いただけるよう、提案活動を強化してまいります。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、5,968百万円(前期比4.1％増)となりました。

【ソリューション事業】
　当社オリジナルの商圏分析ソリューション「DOCOYA（ドコヤ）」、飲食業界特化型の
「レストランDOCOYA」の提案・拡販に加え、建設・測量コンサルティング会社と協業し
たエネルギー会社向けGISシステム開発など、GIS関連が好調に推移いたしました。
　また、新たな挑戦として、東京都の「地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業」
に採択された「デジタルエリアデザインの共創in大井町」で活用するスマートシティ支援プ
ラットフォームの開発を慶應義塾大学と共同で推進いたしました。2025年７月には、GIS及
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当事業年度の事業の状況

事　業 2025年３月期 2026年３月期
分　野 実績（百万円） 構成比（％） 実績（百万円） 構成比（％） 前期比（％）

社 会 イ ン フ ラ 9,731 62.9 11,183 65.2 14.9
エ ネ ル ギ ー 7,458 48.2 8,189 47.7 9.8
交 通 ・ 運 輸 838 5.4 1,292 7.5 54.0
公 共 998 6.5 1,312 7.7 31.5
通 信 ・ ネ ッ ト ワ ー ク 435 2.8 389 2.3 △10.6

先 進 イ ン ダ ス ト リ ー 5,731 37.1 5,968 34.8 4.1
製 造 1,522 9.8 1,374 8.0 △9.7
サ ー ビ ス 3,078 19.9 3,546 20.7 15.2
エ ン タ ー プ ラ イ ズ 1,130 7.3 1,047 6.1 △7.3

全 社 合 計 15,463 100.0 17,151 100.0 10.9
（うち、ソリューション事業） 1,209 7.8 1,198 7.0 △0.9

びIoT×AIの知見をもとに、ITコンサルティング大手・フューチャーグループのフューチャ
ーアーティザン株式会社と戦略的パートナーシップを締結し、サステナビリティ経営とGXを
支援するための新構想「Sustainable Factory IoT (SF-IoT)」を発表いたしました。2026年
３月には、スマートシティ統合プラットフォームサービス（都市OS）の提供に向け、アジア
航測株式会社と戦略的パートナーシップを締結いたしました。
　当連結会計年度の売上高は、1,198百万円(前期比0.9％減)となりましたが、期初から戦略
的ビジネスシフトを推進するとともに、上記パートナーシップによる取組みを継続した結
果、次期に向け、複数の受注を獲得しております。引き続き営業活動・コンサルティング強
化に取り組んでまいります。

セグメント別売上高
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当事業年度の事業の状況

・株式会社みずほ銀行 2025年 9月 19日
・株式会社三菱UFJ銀行 2025年 9月 19日
・株式会社三井住友銀行 2025年10月31日

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、8百万円であります。
その主なものは、本社のオフィスリニューアル等に伴う器具及び備品の増加等です。

⑶　資金調達の状況
運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関３社と７億円のコミットメントライン契約を

締結いたしました。
契約先及び契約日は次のとおりであります。

なお、当連結会計年度末において、本契約による借入実行残高はありません。
その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

⑷　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑹　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑺　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 48 期
(2023年３月期)

第 49 期
(2024年３月期)

第 50 期
(2025年３月期)

第 51 期
(2026年３月期)
(当連結会計年度)

売 上 高 (千円) 12,842,071 14,078,418 15,463,041 17,151,415

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 (千円) 841,425 979,153 1,209,503 1,511,117

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 45.20 52.54 65.80 86.85

総 資 産 (千円) 9,338,082 10,201,198 9,885,194 10,274,008

純 資 産 (千円) 6,676,357 7,290,751 7,074,955 6,947,829

１ 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 351.98 383.51 395.19 400.32

区 分 第 48 期
(2023年３月期)

第 49 期
(2024年３月期)

第 50 期
(2025年３月期)

第 51 期
(2026年３月期)

(当事業年度)
売 上 高 (千円) 12,835,844 14,072,138 15,451,359 17,145,351

経 常 利 益 (千円) 1,237,364 1,474,497 1,764,203 2,191,083

当 期 純 利 益 (千円) 835,763 970,584 1,207,975 1,494,236

1株当たり当期純利益 ( 円 ) 44.90 52.08 65.72 85.88

総 資 産 (千円) 9,328,840 10,172,488 9,869,919 10,241,121

純 資 産 (千円) 6,677,860 7,283,684 7,066,360 6,922,353

１ 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 352.06 383.13 394.70 398.81

２．直前３事業年度の財産及び損益の状況
⑴　企業集団の財産及び損益の状況

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、第48期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

⑵　当社の財産及び損益の状況

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、第48期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

会社名 住所 資本金 議決権比率 事業内容

アドソル・アジア㈱ 東京都港区 80,000千円 100%
アジア・アセアン圏での
ITシステムの開発、及び
サービスの提供

３．重要な親会社及び子会社の状況
⑴　親会社の状況

　該当事項はありません。

⑵　重要な子会社の状況

（注）１．当社100%子会社の「Adsol-Nissin San Jose R&D Center, Inc.(アドソル日進サンノゼＲ＆Ｄセ
ンタ）」は、総資産、売上高、当期純利益（持ち分に見合う額）及び利益剰余金（持ち分に見合
う額）等は連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

２．当社には、特定完全子会社はありません。

４．対処すべき課題
　当社グループは「エネルギー」「交通・運輸」「レジリエンス」「ペイメント」など、人々の
暮らしに欠かせない社会インフラをITシステムで支えてまいりました。
　主要な事業領域であるIT市場においては、景気動向に左右されない企業のDX推進やシステム
刷新に加え、生成AI活用の本格化を背景に、旺盛なIT投資が続き、市場規模は拡大していくも
のと予測されます。
　また、生成AIの活用は中長期的な企業IT投資の主要テーマに位置付けられており、当社グル
ープにおいても、AIコンサルティング、AIエンジニアリング、生成AI活用を前提としたデータ
マネジメント等に関する引合いが増加しております。
　当社グループが長年にわたりITを駆使し支えてきた社会インフラは、デジタル化が進むことに
より、安心・安全・快適で環境に配慮された未来のまち「スマートシティ」のインフラへ進化す
る途上にあります。この実現を支える「スマートシティのオンリーワンITカンパニー」を目指
し、当社グループは、2027年３月期を初年度とする5か年の新・中期経営計画「New Canvas 
2031 –The Next Page–」を策定いたしました。
　注力領域は、社会インフラ分野で培ってきた実績・強みを活かせるスマートシティのテーマ
「エネルギー」「交通」「まちづくり」としております。
　事業戦略としては、DX・AX（AI Transformation）やミッションクリティカルなシステムな
どに幅広く対応する「次世代SIビジネス」をベースロードとし、ここで得た強みやアセットを活
かしたコンサルティング、ソリューションの提案・提供を推進する「オファリングビジネス」を
新たな成長事業の柱として育成してまいります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

　これらビジネスを担う人材については、オファリングを推進する「トップコンサルタント」、
次世代SIビジネスをけん引する「テクノロジーコンサルタント」「プロジェクトマネージャー」
「高度ITエンジニア」の育成・強化に加え、ベトナム・ダナン、米国・サンノゼを含めたグロー
バル・デリバリー体制を展開してまいります。
　さらに、企業基盤をより強固にするため「人的資本」「M&A・アライアンス」「社内DX・
AX推進」「財務・キャピタルアロケーション」「株主還元」の各戦略を推進するとともに、ガ
バナンス・コンプライアンスの充実を図ってまいります。
　今後も、新・中期経営計画の実現を通じて、株主の皆さまのご期待にお応えできるよう、資本
コストや株価も意識しつつ、企業価値向上に向けた取組みを進めてまいります。

５．主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社グループは、電力に強みを有する独立系のシステム開発企業として、1976年の創立以
来、暮らしと社会を支える社会インフラシステムの提供に取り組み、今日のDX・IoTに不可欠
な「監視」「通信」「制御」技術を強みとして事業基盤を拡充してまいりました。
　事業面では、社会インフラ事業、先進インダストリー事業、ソリューション事業の３つの事業
において、コンサルティングから設計、開発、保守に至る一貫したワンストップソリューション
を提供しております。
　社会インフラ事業では、「エネルギー（電力・ガス）」「交通」「次世代通信」「公共・防
災」「デジタルサービス」等の領域で、暮らしや社会を支えるITシステムを提供しております。
　先進インダストリー事業では、日本の高度なモノづくりを担う企業（「モビリティ」「医療・
ヘルスケア」「産業機器」）やサービス事業者が取り組むDX・IoTの実現に最先端テクノロジ
ーを駆使し、貢献しております。
　ソリューション事業では、「GIS：地理情報システム」「IoT空間情報」「セキュリティ」を
コアテクノロジーとしたValueソリューションの提供を通じ、新たな価値の創造・提供に取り組
んでおります。
　なお、これら事業の推進にあたっては、国内（５拠点）に、ベトナム（３拠点）を加えたグロ
ーバル分散開発体制を確立し、海外オフショア開発を統括する100％子会社「アドソル・アジア
株式会社」及び関連会社による「アドソル・グループ」を形成しております。
　加えて、国内外の最先端企業とのアライアンス体制の構築や、AI研究所による生成AIなどの
調査・研究、米国サンノゼ・シリコンバレーの100%子会社「Adsol-Nissin San Jose R&D 
Center, Inc.（アドソル日進サンノゼR&Dセンタ）」におけるリサーチ、各大学・研究機関との
共同研究等を推進することにより、顧客の多様化・高度化するニーズに対し、直近のトレンドを
取り入れながら、柔軟かつタイムリーに対応しております。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

本社 東京都港区港南四丁目１番８号　リバージュ品川

関西支社 大阪市北区堂島浜一丁目４番４号　アクア堂島東館

九州支社 福岡市博多区博多駅前二丁目５番７号　I-FOREST博多駅前

名古屋オフィス 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号　HF桜通ビルディング

仙台開発センタ 仙台市青葉区一番町一丁目２番25号　仙台NSビル

６．主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

　社会インフラ事業 397  　　名 35名増

　先進インダストリー事業 197  　　名 1名増

　全社（共通） 51（4）名 14名減（1名減）

　　合　　　　計 645（4）名 22名増（1名減）

使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平 均 勤 続 年 数

640（4）名 24名増（1名減） 39.2歳 12.4年

７．使用人の状況（2026年３月31日現在）
　　⑴　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は、就業員数としての正社員、契約社員及び特別雇用社員の合計であり、（　）内は臨時雇用
者（派遣受入社員）を外数で記載しております。

　　⑵　当社の使用人の状況

（注）使用人数は、就業員数としての正社員、契約社員及び特別雇用社員の合計であり、（　）内は臨時雇用
者（派遣受入社員）を外数で記載しております。

８．主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
該当事項はありません。

９．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

１．発行可能株式総数 57,600,000株

２．発行済株式の総数 17,289,930株

３．単元株式数 100株

４．株主数 11,914名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,416,500 14.35
アドソル日進従業員持株会 1,277,200 7.58
野村信託銀行株式会社（投信口） 419,057 2.49
株式会社みずほ銀行 372,000 2.21
株式会社バリューＨＲ 343,400 2.04
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX 
EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING 297,700 1.77
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT 
OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 280,791 1.67

上田　富三 277,600 1.65
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 276,000 1.64
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 223,600 1.33

Ⅱ　株式の状況（2026年３月31日現在）

　　（注）１．当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
　　　　　２．2026年３月31日付で、株主還元策の一環として、１株当たりの価値向上を図るため、自己株

式を消却したことにより、発行済株式の総数は600,000株減少しております。

５．大株主（上位10名）

　　（注）１．当社は、自己株式を451,159株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

６．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　　　該当事項はありません。

７．その他株式に関する重要な事項
　　　該当事項はありません。
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新株予約権等の状況

名称
（発行決議日） 行使期間 新株予約権

の数
目的となる
株式の数 保有者数 行使の

条件
第１回株式報酬型

新株予約権
（2015年６月25日）

 2015年８月４日～
　　　 2045年８月３日 11,387個 45,548株

（注）１・２
取締役２名

(社外取締役除く) （注）３

第２回株式報酬型
新株予約権

（2016年６月29日）

 2016年８月２日～
　　　 2046年８月１日 9,024個 36,096株

（注）１・２
取締役２名

(社外取締役除く) （注）３

第３回株式報酬型
新株予約権

（2017年６月28日）

 2017年７月14日～
　　　 2047年７月13日 9,043個 18,086株

（注）２
取締役２名

(社外取締役除く) （注）３

第４回株式報酬型
新株予約権

（2018年６月27日）

 2018年７月13日～
　　　 2048年７月12日 8,458個 16,916株

（注）２
取締役２名

(社外取締役除く) （注）３

第５回株式報酬型
新株予約権

（2019年６月26日）

 2019年７月12日～
　　　 2049年７月11日 15,689個 31,378株

（注）２
取締役２名

(社外取締役除く) （注）３

第６回株式報酬型
新株予約権

（2020年６月24日）

 2020年７月10日～
　　　 2050年７月９日 11,319個 22,638株

（注）２
取締役３名

(社外取締役除く) （注）３

第７回株式報酬型
新株予約権

（2021年６月24日）

 2021年７月10日～
　　　 2051年７月９日 10,324個 20,648株

（注）２
取締役３名

(社外取締役除く) （注）３

第８回株式報酬型
新株予約権

（2022年６月28日）

 2022年７月14日～
　　　 2052年７月13日 15,434個 30,868株

（注）２
取締役４名

(社外取締役除く) （注）３

第９回株式報酬型
新株予約権

（2023年７月19日）

 2023年８月４日～
　　　 2053年８月３日 20,148個 40,296株

（注）２
取締役４名

(社外取締役除く) （注）３

Ⅲ　新株予約権等の状況
１．当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の
概要
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新株予約権等の状況

名称
（発行決議日） 行使期間 新株予約権

の数
目的となる
株式の数 保有者数 行使の

条件
第10回株式報酬型

新株予約権
（2024年７月17日）

 2024年８月２日～
　　　 2054年８月１日 24,466個 48,932株

（注）２
取締役４名

(社外取締役除く) （注）３

第11回株式報酬型
新株予約権

（2025年７月16日）

 2025年８月１日～
　　　 2055年７月31日 33,289個 33,289株 取締役４名

(社外取締役除く) （注）３

（注）１．2016年10月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載して　
おります。

２．2025年４月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載して　
おります。

３．当該新株予約権の行使条件は次のとおりです。
①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限

り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役の
地位にある場合においても、行使期間の最後の１年間に限り新株予約権を行使することができ
るものとする。

②　新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
③　新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行

使することができるものとする。ただし、組織再編成行為時における新株予約権の取扱いの規
定にしたがって新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

　　　　・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議
案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決
議がなされた場合）は、当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間とする。

④　１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

２．当事業年度中に当社使用人・子会社役員等に対して職務執行の対価として交付された新株予約
権等の内容の概要

　　該当事項はありません。

３．その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役 会 長 上 田 富 三
代 表 取 締 役 社 長 篠 﨑 俊 明
常 務 取 締 役 大 西 　 元
取 締 役 寺 村 知 万 管理本部長
取 締 役 峰 野 博 史 静岡大学 学術院情報学領域 教授
取 締 役 廣 田 耕 一 公益社団法人日本防犯設備協会 代表理事
取 締 役 髙 見 澤 將 林 ZEN大学 客員教授
取 締 役 福 井 素 子 ㈱ウイン・コンサル 顧問
常 勤 監 査 役 後 関 和 浩
監 査 役 大 滝 義 衛
監 査 役 遠 藤 　 宏

Ⅳ　会社役員の状況
１．取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役峰野博史氏、取締役廣田耕一氏、取締役髙見澤將林氏及び取締役福井素子氏は、社外取締役
であります。

２．常勤監査役後関和浩氏は、当社経理財務部門の責任者等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。

３．監査役大滝義衛氏及び監査役遠藤宏氏は、社外監査役であります。
４．監査役大滝義衛氏は、事業会社で監査役を歴任しており、幅広い経験と見識を有しております。
５．監査役遠藤宏氏は、事業会社で取締役及び監査役を歴任しており、幅広い経験と見識を有しており

ます。
６．当社は、取締役峰野博史氏、取締役廣田耕一氏、取締役髙見澤將林氏、取締役福井素子氏、監査役

大滝義衛氏及び監査役遠藤宏氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出ております。

２．事業年度中に退任した取締役
該当事項はありません。

－ 30 －



2026/05/27 12:38:53 / 25297763_アドソル日進株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

３．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間で、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社
外取締役及び各監査役との間で責任限定契約を締結しております。

当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
①　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第１項に定める額の

いずれか高い額とします。
②　責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行

について善意かつ重大な過失がないときに限ります。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、

執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は、特約部分も
含め会社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。

当該保険契約では、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除き、被保険者がその
地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償責任を負った場合における損害等を補填するこ
ととしております。

５．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年２月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決

定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等につい
て、決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該報酬等の
内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。

⑴　基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す

るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏ま
えた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、
固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外
取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
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会社役員の状況

⑵　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は
条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水

準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

⑶　業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報
酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した

現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値を超過達成した場合に、その達成度合いに応じ
て算出された額を賞与として支給します。

非金銭報酬等は、株式報酬とし、年間合計30,000株※を上限に、新株予約権を役位、職責に
応じて、毎年１回付与します。

※当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
そのため、同日以降は、株式報酬の株式数の上限は、年間合計60,000株となります。

⑷　基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の
報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の業務執行取締役の

個人別の報酬等の額に対する割合については、他社水準を考慮し、役位、職責に応じて決定し
ます。

⑸　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役に一任することがで

き、委任を受けた代表取締役がその具体的内容について当該決定方針にしたがい最終決定しま
す。
　その権限の内容は、各取締役の基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等の額及び株式報
酬における新株予約権の個数の決定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適
切に行使されるよう、厳正に監視します。
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会社役員の状況

役　員　区　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取　　締　　役
（うち社外取締役）

322,420
（23,400）

208,496
（23,400）

82,000
（－）

31,924
（－）

8
（4）

監　　査　　役
（うち社外監査役）

25,455
（11,700）

25,455
（11,700）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合　　計
（うち社外役員）

347,875
（35,100）

233,951
（35,100）

82,000
（－）

31,924
（－）

11
（6）

６．取締役及び監査役の報酬等
⑴　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．当事業年度末現在の取締役は８名（うち社外取締役４名）、監査役は３名（うち社外監査役２名）
であります。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．業績連動報酬等に係る業績指標は各事業年度の営業利益としております。営業利益を業績指標に選

択している理由は、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画の目標達成に向けたインセンティ
ブとして機能することを期待しているためであります。
当事業年度の営業利益は「損益計算書」のとおりであります。

４．非金銭報酬等の内容は、当社の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であり、概要は
「Ⅲ　新株予約権等の状況」の「１．当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として
交付された新株予約権等の内容の概要」に記載の「第11回株式報酬型新株予約権」のとおりであり
ます。

５．取締役の報酬限度総額は、2017年６月28日開催の第42回定時株主総会において、年額300百万円
以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取
締役の員数は８名（うち社外取締役２名）であります。

　　また、別枠で、2015年６月25日開催の第40回定時株主総会において、ストックオプション報酬限
度総額として年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は７名（うち社外取締役２名）であります。

６．監査役の報酬限度総額は、2001年６月27日開催の第26回定時株主総会において、年額30百万円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名であります。

７．取締役会は、上記株主総会の決議の範囲内で、代表取締役社長篠﨑俊明氏に対し、各取締役の基本
報酬の額、業績連動報酬等の額及び株式報酬における新株予約権の個数の決定を委任しておりま
す。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには
代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお委任を受けた内容のうち、業績
連動報酬等の額については、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定しております。
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会社役員の状況

⑵　当事業年度に支払った役員退職慰労金
当社は、2010年６月18日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の

役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引続いて在任する取締役及び監査役に対して
は、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈
することを決議しております。

⑶　社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

７．社外役員に関する事項
⑴　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。当社は、同大学との間
には特別な関係はありません。

取締役廣田耕一氏は、公益社団法人日本防犯設備協会の代表理事であります。当社は、同法
人との間には特別な関係はありません。

取締役髙見澤將林氏は、ZEN大学の客員教授であります。当社は、同大学との間には特別
な関係はありません。

取締役福井素子氏は、㈱ウイン・コンサルの顧問であります。当社は、同社との間には特別
な関係はありません。
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会社役員の状況

区　分 ・ 氏　名
（ 就　任　日 ） 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 峰 野 博 史
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。
取締役会において、情報通信技術及びAI分野に関する研究者としての豊富
な知識に基づき、客観的かつ専門的な視点から、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言を行い、特に情報通信技術の動向について重要な
提言を行っております。

（2014年６月26日就任）

取締役 廣 田 耕 一
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。
取締役会において、情報セキュリティ分野に関する有識者としての豊富な
経験、幅広い知見に基づき、客観的かつ専門的な視点から、意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言を行い、特に法制度や情報セキュリテ
ィ分野の動向について重要な提言を行っております。

（2019年６月26日就任）

取締役 髙 見 澤 將 林
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。
取締役会において、外交、防衛分野に関する有識者としての豊富な経験、
幅広い知見に基づき、客観的かつ専門的な視点から、意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言を行い、特に国際情勢や国の政策、情報セキ
ュリティ分野の動向について重要な提言を行っております。

（2022年６月28日就任）

取締役 福 井 素 子
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。
取締役会において、IT企業の経営経験者としての豊富な経験、幅広い知見
に基づき、客観的かつ専門的な視点から、意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言を行い、特に公共、DX分野の動向について重要な提言
を行っております。

（2024年６月26日就任）

監査役 大 滝 義 衛
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。
当事業年度に開催された監査役会17回の全てに出席いたしました。
取締役会及び監査役会において、IT業界における監査役としての豊富な経
験、幅広い知見に基づき、客観的かつ専門的な視点から、適宜、必要な発
言を行っております。

（2017年６月28日就任）

監査役 遠 藤 　 宏
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。
当事業年度に開催された監査役会17回の全てに出席いたしました。
取締役会及び監査役会において、IT業界における取締役及び監査役として
の豊富な経験、幅広い知見に基づき、客観的かつ専門的な視点から、適
宜、必要な発言を行っております。

（2022年６月28日就任）

⑵　当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、書面決議が４回ありました。
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会計監査人の状況

区　　　　分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,500千円

Ⅴ　会計監査人の状況
１．名称　　　太陽有限責任監査法人

２．報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を
確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っておりま
す。

３．非監査業務の内容
該当事項はありません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。

５．責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、責任限定契約を締結しておりません。
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剰余金の配当等の決定に関する基本方針

Ⅵ　剰余金の配当等の決定に関する基本方針
当社は、経営理念に「私たちは『会社の発展』『社員の幸福』『株主の利益』をともに追求しま

す」と掲げて、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けております。
また、持続的成長と企業価値向上の継続に向けた戦略投資を図りつつも、株主の皆さまには業績

に裏付けられた成果配分に加え、積極的な還元に努めることを利益配分に関する基本方針としてお
ります。

2026年３月期の剰余金の配当につきましては、配当方針（「累進かつ連続増配（１円以上の増
配）」「配当性向 50％以上」「DOE６％以上」「年２回（中間・期末）」）に基づき、１株につ
き18円の中間配当を実施し、期末配当は１株につき28円（普通配当23円、記念配当５円）を予定
しております。

これにより、１株当たりの年間配当金は、46円（前期比＋16円※、配当性向53.0％）となりま
す。

※2025年４月１日付で実施した株式分割（普通株式１株につき２株）を考慮した比較
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
電 子 記 録 債 権
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 器 具 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
販 売 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
そ の 他　

6,990,276
2,941,405
3,055,008
732,141
115,607
22,044
1,023

122,071
1,774
△800

3,283,731
679,157
289,778
18,210
371,169
199,518
78,233
121,284

0
2,405,055
1,968,834
56,459
261,767
61,421
56,572　

流 動 負 債 2,751,251
買 掛 金 670,242
未 払 金 575,194
未 払 費 用 88,828
未 払 法 人 税 等 523,178
未 払 消 費 税 等 223,206
契 約 負 債 28,597
預 り 金 75,121
賞 与 引 当 金 551,250
そ の 他 15,631

固 定 負 債 574,927
退職給付に係る負債 574,927
負 債 合 計 3,326,178

純 資 産 の 部
株 主 資 本 5,913,838

資 本 金 575,681
資 本 剰 余 金 280,681
利 益 剰 余 金 5,745,630
自 己 株 式 △688,154

その他の包括利益累計額 827,161
その他有価証券評価差額金 827,161

新 株 予 約 権 206,830

純 資 産 合 計 6,947,829
資 産 合 計 10,274,008 負 債 純 資 産 合 計 10,274,008

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2025年 4 月 1 日から)2026年 3 月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 17,151,415
売 上 原 価 12,178,983
売 上 総 利 益 4,972,432
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,827,332
営 業 利 益 2,145,099
営 業 外 収 益

受 取 利 息 446
受 取 配 当 金 57,827
保 険 取 扱 手 数 料 708
為 替 差 益 780
助 成 金 収 入 10,776
雑 収 入 2,211 72,751

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 635
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 1,398
雑 損 失 208 2,242

経 常 利 益 2,215,608
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 90 90
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,215,517
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 759,774
法 人 税 等 調 整 額 △55,374 704,400
当 期 純 利 益 1,511,117
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,511,117

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 器 具 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
販 売 権
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
そ の 他　

6,882,624
2,827,419
115,607
3,054,401
732,141

278
22,044
744

121,323
9,463
△800

3,358,497
679,157
289,778
18,210
371,169
199,518
78,233
121,284

0
2,479,821
1,860,535
183,065
56,459
261,767
61,421
56,572　

流 動 負 債 2,743,840
買 掛 金 674,903
未 払 金 577,573
未 払 費 用 88,828
未 払 法 人 税 等 515,844
未 払 消 費 税 等 217,836
契 約 負 債 28,575
預 り 金 73,396
賞 与 引 当 金 551,250
そ の 他 15,631

固 定 負 債 574,927
退 職 給 付 引 当 金 574,927
負 債 合 計 3,318,767
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,888,362
資 本 金 575,681
資 本 剰 余 金 280,681
資 本 準 備 金 280,681
利 益 剰 余 金 5,720,154
利 益 準 備 金 39,000
その他利益剰余金 5,681,154
別 途 積 立 金 3,217,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,464,154

自 己 株 式 △688,154
評価・換算差額等 827,161

その他有価証券評価差額金 827,161
新 株 予 約 権 206,830

純 資 産 合 計 6,922,353
資 産 合 計 10,241,121 負 債 純 資 産 合 計 10,241,121

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2025年 4 月 1 日から)2026年 3 月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 17,145,351
売 上 原 価 12,198,726
売 上 総 利 益 4,946,625
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,825,850
営 業 利 益 2,120,775
営 業 外 収 益

受 取 利 息 248
受 取 配 当 金 57,827
保 険 取 扱 手 数 料 708
為 替 差 益 780
助 成 金 収 入 10,776
雑 収 入 2,209 72,550
営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 635
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 1,398
雑 損 失 208 2,242
経 常 利 益 2,191,083
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 90 90
税 引 前 当 期 純 利 益 2,190,993
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 752,131
法 人 税 等 調 整 額 △55,374 696,756
当 期 純 利 益 1,494,236

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

アドソル日進株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 西 貴 之
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 花 輪 大 資

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アドソル日進株式会社の2025年４月
１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、アドソル日進株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事
業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
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連結会計監査報告

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

アドソル日進株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 西 貴 之
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 花 輪 大 資

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アドソル日進株式会社の2025
年４月１日から2026年３月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業
体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 45 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2026/05/27 12:38:53 / 25297763_アドソル日進株式会社_招集通知_電子提供措置用

会計監査報告

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
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会計監査報告

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第51期事業年度における取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、業務の分担等に
したがい、取締役、監査室（内部監査）その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び支社
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査
役が重要な子会社の監査役を兼務し、子会社の取締役会その他重要な会議に出席するほ
か、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行なわれることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」等にしたがって整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款にしたがい、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月15日
ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 後 関 和 浩 ㊞
社 外 監 査 役 大 滝 義 衛 ㊞
社 外 監 査 役 遠 藤 　 宏 ㊞

　
以　上
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サステナビリティへの取組み

サステナビリティ関連の認定取得 / イニシアチブへの参加

アドソル日進　ウェブサイトのご紹介

2025年８月

2026年２月

2025年11月

2026年３月

第51期は、サステナビリティ関連で以下の認定取得及びイニシアチブへの参加を行いました。
今後も、持続的な企業価値向上を目指し、取組みを進めてまいります。

当社ウェブサイトでは、会社情報やIR情報のほか、各種ニュース、お客様システム開発・導入事例、
製品・ソリューション情報、サステナビリティなど、当社の取組みを幅広く紹介しております。
ぜひご覧ください。

子育て支援に向けた各種
取組みにより、次世代育成
支援対策推進法に基づく 

「子育てサポート企業」と
して、厚生労働省から「く
るみん認定」を取得

「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨
に賛同し、サプライチェーンの新たな価値の創出に向
け「パートナーシップ構築宣言」を公表

国 際 的 な サ ス テ ナ ビ リ
ティ評価機関「EcoVadis

（エコバディス）」社から、
「ブロンズメダル（評価対
象企業の上位35%）」を２
年連続で獲得

経済産業省と日本健康会
議が認定する「健康経営優
良法人認定制度」において

「健康経営優良法人2026
（大規模法人部門）」に2年
連続で認定

くるみん認定

パートナーシップ構築宣言

EcoVadis　ブロンズメダル

健康経営優良法人 2026
（大規模法人部門） 
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地図

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場 品川プリンスホテル メインタワー 28階 エメラルド
東京都港区高輪四丁目10番30号　電話 03-3440-1111

交通手段のご案内 JR 京浜急行　 品川駅（高輪口）徒歩２分　

〒108-0075
東京都港区港南4-1-8　リバージュ品川
https://www.adniss.jp

見やすくまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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